
平
成
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
二
号

保
護
観
察
所
組
織
規
則

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
護
観
察
所
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
法
務
省
令
第
十
四
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
次
長
）

第
一
条
　
札
幌
保
護
観
察
所
、
仙
台
保
護
観
察
所
、
さ
い
た
ま
保
護
観
察
所
、
千
葉
保
護
観
察
所
、
東
京
保
護
観
察
所
、
横
浜
保
護
観
察
所
、
名
古
屋
保
護
観
察
所
、
大
阪
保
護
観
察
所
、
神
戸
保
護
観
察
所
、
広
島
保
護
観
察
所
、
高

松
保
護
観
察
所
及
び
福
岡
保
護
観
察
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
長
一
人
を
置
く
。

２
　
次
長
は
、
所
長
を
助
け
、
保
護
観
察
所
の
事
務
を
整
理
す
る
。

（
保
護
観
察
所
に
置
く
課
等
）

第
二
条
　
保
護
観
察
所
に
、
企
画
調
整
課
を
置
く
。

２
　
前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
東
京
保
護
観
察
所
及
び
大
阪
保
護
観
察
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
民
間
活
動
支
援
専
門
官
一
人
、
首
席
保
護
観
察
官
二
人
、
社
会
復
帰
対
策
官
一
人
及
び
首
席
社
会
復
帰
調
整
官
一
人
を
、
横
浜
保
護
観
察
所

及
び
名
古
屋
保
護
観
察
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
首
席
保
護
観
察
官
二
人
、
社
会
復
帰
対
策
官
一
人
及
び
首
席
社
会
復
帰
調
整
官
一
人
を
、
さ
い
た
ま
保
護
観
察
所
、
千
葉
保
護
観
察
所
、
神
戸
保
護
観
察
所
、
広
島
保
護
観
察
所
及
び
福
岡

保
護
観
察
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
首
席
保
護
観
察
官
二
人
及
び
首
席
社
会
復
帰
調
整
官
一
人
を
、
札
幌
保
護
観
察
所
及
び
仙
台
保
護
観
察
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
首
席
保
護
観
察
官
一
人
及
び
首
席
社
会
復
帰
調
整
官
一
人
を
、
福
島
保
護
観
察

所
、
水
戸
保
護
観
察
所
、
宇
都
宮
保
護
観
察
所
、
静
岡
保
護
観
察
所
、
京
都
保
護
観
察
所
、
岡
山
保
護
観
察
所
及
び
高
松
保
護
観
察
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
首
席
保
護
観
察
官
一
人
を
、
長
崎
保
護
観
察
所
に
、
社
会
復
帰
対
策
官
一
人
を
置

く
。

（
企
画
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
　
企
画
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
保
護
観
察
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
民
間
に
お
け
る
犯
罪
予
防
活
動
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
（
民
間
活
動
支
援
専
門
官
、
首
席
保
護
観
察
官
及
び
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
保
護
司
の
設
置
区
域
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
保
護
司
の
選
考
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
保
護
司
、
保
護
司
会
、
保
護
司
会
連
合
会
並
び
に
更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
定
め
る
認
可
事
業
者
及
び
届
出
事
業
者
並
び
に
そ
の
役
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
更
生
保
護
事
業
の
助
長
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
首
席
保
護
観
察
官
及
び
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
一
　
更
生
保
護
に
関
す
る
各
種
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
民
間
活
動
支
援
専
門
官
、
首
席
保
護
観
察
官
及
び
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
二
　
更
生
保
護
に
つ
い
て
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
観
察
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
福
島
保
護
観
察
所
、
水
戸
保
護
観
察
所
、
宇
都
宮
保
護
観
察
所
、
静
岡
保
護
観
察
所
、
京
都
保
護
観
察
所
、
岡

山
保
護
観
察
所
及
び
高
松
保
護
観
察
所
の
企
画
調
整
課
に
お
い
て
は
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
、
そ
の
他
の
保
護
観
察
所
（
札
幌
保
護
観
察
所
、
仙
台
保
護
観
察
所
、
さ
い
た
ま
保
護
観
察
所
、
千
葉
保
護
観
察
所
、
東
京
保

護
観
察
所
、
横
浜
保
護
観
察
所
、
名
古
屋
保
護
観
察
所
、
大
阪
保
護
観
察
所
、
神
戸
保
護
観
察
所
、
広
島
保
護
観
察
所
及
び
福
岡
保
護
観
察
所
を
除
く
。
）
の
企
画
調
整
課
に
お
い
て
は
第
四
条
第
一
項
各
号
及
び
第
五
条
各
号
に
掲

げ
る
事
務
を
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）
。

（
民
間
活
動
支
援
専
門
官
の
職
務
）

第
三
条
の
二
　
民
間
活
動
支
援
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
保
護
司
、
保
護
司
会
及
び
保
護
司
会
連
合
会
並
び
に
民
間
の
団
体
又
は
個
人
が
行
う
更
生
保
護
に
関
す
る
活
動
の
支
援
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

（
首
席
保
護
観
察
官
の
職
務
）

第
四
条
　
首
席
保
護
観
察
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
者
の
保
護
観
察
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
を
許
さ
れ
て
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
の
保
護
観
察
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
仮
釈
放
を
許
さ
れ
て
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
の
保
護
観
察
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
の
保
護
観
察
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
応
急
の
救
護
及
び
そ
の
援
護
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
刑
事
施
設
又
は
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
生
活
環
境
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
す
る
旨
の
言
渡
し
を
受
け
て
そ
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
者
及
び
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
で
あ
っ
て
検
察
官
が
罪
を
犯
し
た
と
認
め
た
も
の
の
生
活
環
境
の

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
更
生
緊
急
保
護
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

1



九
　
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
刑
の
執
行
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
指
導
監
督
、
補
導
援
護
並
び
に
応
急
の
救
護
及
び
そ
の
援
護
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
更
生
保
護
法
第
八
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
（
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
一
　
更
生
保
護
法
第
八
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
更
生
保
護
に
関
す
る
地
域
援
助
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
調
整
課
、
民
間
活
動
支
援
専
門
官
及
び
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
二
　
恩
赦
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
共
助
刑
の
執
行
の
減
軽
又
は
免
除
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
保
護
司
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
（
民
間
活
動
支
援
専
門
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
五
　
更
生
保
護
事
業
の
助
長
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
六
　
民
間
に
お
け
る
犯
罪
予
防
活
動
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
調
整
課
、
民
間
活
動
支
援
専
門
官
及
び
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
七
　
更
生
保
護
に
関
す
る
各
種
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
調
整
課
、
民
間
活
動
支
援
専
門
官
及
び
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
八
　
更
生
保
護
に
必
要
な
社
会
資
源
の
開
拓
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
（
民
間
活
動
支
援
専
門
官
及
び
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
九
　
更
生
保
護
に
関
す
る
調
査
、
資
料
の
収
集
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
（
社
会
復
帰
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

２
　
さ
い
た
ま
保
護
観
察
所
、
千
葉
保
護
観
察
所
、
東
京
保
護
観
察
所
、
横
浜
保
護
観
察
所
、
名
古
屋
保
護
観
察
所
、
大
阪
保
護
観
察
所
、
神
戸
保
護
観
察
所
、
広
島
保
護
観
察
所
及
び
福
岡
保
護
観
察
所
の
首
席
保
護
観
察
官
二
人
は
、

そ
れ
ぞ
れ
第
一
担
当
及
び
第
二
担
当
と
し
、
第
一
担
当
の
首
席
保
護
観
察
官
は
、
前
項
第
五
号
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
、
第
二
担
当
の
首
席
保
護
観
察
官
は
、
同
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
（
第
一
担
当
の
首
席
保
護
観
察
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
社
会
復
帰
対
策
官
の
職
務
）

第
四
条
の
二
　
社
会
復
帰
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
前
条
第
一
項
第
六
号
、
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
首
席
社
会
復
帰
調
整
官
の
職
務
）

第
五
条
　
首
席
社
会
復
帰
調
整
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
（
第
五
十
三

条
、
第
五
十
八
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
生
活
環
境
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
第
百
一
条
に
規
定
す
る
生
活
環
境
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
第
百
六
条
に
規
定
す
る
精
神
保
健
観
察
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
第
百
八
条
に
規
定
す
る
関
係
機
関
相
互
間
の
連
携
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
に
よ
り
保
護
観
察
所
の
所
掌
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
務

（
他
の
課
等
の
所
掌
事
務
の
処
理
）

第
六
条
　
所
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
一
の
課
等
に
属
す
る
事
務
を
他
の
課
等
に
お
い
て
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
支
部
）

第
七
条
　
別
表
第
一
の
保
護
観
察
所
の
欄
に
掲
げ
る
保
護
観
察
所
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
保
護
観
察
所
の
支
部
を
置
く
。

２
　
支
部
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
統
括
保
護
観
察
官
）

第
八
条
　
保
護
観
察
所
及
び
そ
の
支
部
を
通
じ
て
統
括
保
護
観
察
官
百
五
十
七
人
以
内
を
置
く
。

２
　
統
括
保
護
観
察
官
の
配
置
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

３
　
統
括
保
護
観
察
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
所
長
の
指
定
す
る
事
務
を
統
括
す
る
。

（
統
括
社
会
復
帰
調
整
官
）

第
九
条
　
保
護
観
察
所
及
び
そ
の
支
部
を
通
じ
て
統
括
社
会
復
帰
調
整
官
四
十
人
以
内
を
置
く
。

２
　
統
括
社
会
復
帰
調
整
官
の
配
置
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

３
　
統
括
社
会
復
帰
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
所
長
の
指
定
す
る
事
務
を
統
括
す
る
。

（
職
員
の
駐
在
）

第
十
条
　
別
表
第
二
上
欄
に
掲
げ
る
保
護
観
察
所
の
職
員
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
位
置
に
駐
在
さ
せ
る
。

２
　
前
項
の
職
員
は
、
所
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
保
護
観
察
所
の
事
務
に
従
事
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
分
掌
そ
の
他
組
織
の
細
目
は
、
所
長
が
法
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
一
九
日
法
務
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
更
生
保
護
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令
第
一
〇
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
は
、
同
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
三
一
日
法
務
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
一
三
日
法
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
六
日
法
務
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
六
日
法
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
法
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
法
務
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
法
務
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
法
務
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
二
二
日
法
務
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
二
日
法
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
法
務
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

保
護
観
察
所

保
護
観
察
所
の
支
部

名
称

位
置

管
轄
区
域

東
京
保
護
観
察
所

東
京
保
護
観
察
所
立
川
支
部

立
川
市

東
京
地
方
裁
判
所
立
川
支
部
の
管
轄
区
域

大
阪
保
護
観
察
所

大
阪
保
護
観
察
所
堺
支
部

堺
市

大
阪
地
方
裁
判
所
堺
支
部
及
び
岸
和
田
支
部
の
管
轄
区
域

福
岡
保
護
観
察
所

福
岡
保
護
観
察
所
北
九
州
支
部

北
九
州
市

福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部
及
び
行
橋
支
部
の
管
轄
区
域
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別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
）

保
護
観
察
所

位
置

札
幌
保
護
観
察
所

室
蘭
市

旭
川
保
護
観
察
所

稚
内
市

雨
竜
郡
沼
田
町

釧
路
保
護
観
察
所

帯
広
市

北
見
市

網
走
市

福
島
保
護
観
察
所

い
わ
き
市

水
戸
保
護
観
察
所

ひ
た
ち
な
か
市

横
浜
保
護
観
察
所

小
田
原
市

新
潟
保
護
観
察
所

上
越
市

長
野
保
護
観
察
所

飯
田
市

静
岡
保
護
観
察
所

浜
松
市

沼
津
市

金
沢
保
護
観
察
所

七
尾
市

名
古
屋
保
護
観
察
所

豊
橋
市

津
保
護
観
察
所

四
日
市
市

神
戸
保
護
観
察
所

姫
路
市

尼
崎
市

鳥
取
保
護
観
察
所

米
子
市

岡
山
保
護
観
察
所

津
山
市

広
島
保
護
観
察
所

福
山
市

山
口
保
護
観
察
所

下
関
市

松
山
保
護
観
察
所

宇
和
島
市

福
岡
保
護
観
察
所

飯
塚
市

長
崎
保
護
観
察
所

佐
世
保
市

熊
本
保
護
観
察
所

八
代
市

鹿
児
島
保
護
観
察
所

奄
美
市

那
覇
保
護
観
察
所

石
垣
市

宮
古
島
市
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